
共通要領 様式第 1号 (R3.4.1)

支給要件確認申立書 (_ム材盟量菫曇__助成金)

事業主記載事項 ※ 1 確認欄

1 法人名 :株式会社00 法人番号 :○○ 年 月 日確認

薇露奮_2 事業所名称 :株式会社00

3 雇用保険適用事業所番号 :○○

O 以下の4か ら15ま での事業活動等に係る状況について、「はい」「いいえ」のどちらかを0
で囲んでください。後述の「記載にあたつての留意点」の内容を了解した上でご回答下さい。

・ 4か ら15までについて

'「いいえ」がある場合の該当番号

いいえ

4 平成 31年 3月 31日 以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又

は支給決定の取り消しを受けたことがない、又は受けたことがあるが、当該不支給決定日又

は支給決定取消日から3年を経過している。

5 平成31年 4月 1日 以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は

支給決定の取り消しを受けたことがない、又は受けたことがあるが、当該不支給決定日又は

支給決定取消日から5年を経過している。

6 平成 31年 4月 1日 以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等が

いない。

7 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納

がない。

8 支給申請日の前日から起算して過去 1年において、労働関係法令違反により送検処分を受

けていない。

9 風俗営業等関係事業主でない。

10① 事業主若しくは事業主団体 (以下『事業主等」という。)又は事業主等の役員等が、暴カ

団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」

という。)第 2条第 2号に規定する暴力団又は第 2条第6号に規定する暴力団員でない。

② 役員等が、自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加え

る目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていない。

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給せず、又は便宣を供与しないな

ど直接的あるいは積極的に暴力国の維持、運営に協力をせず、若しくは関与していない。

④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いない。

③ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない。

11 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動

を行つていない又は行う恐れがある団体等に属していない。

12倒産していない。

13 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主

名等を公表することに承諾する。

14 役員等の氏名、役職及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」又は国内容

の記載がある書類を添付している。

15 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾する。
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彎 裏面にも記載事項があります。

□
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訓練様式第 5号 (第 1面 )(R2.12改正)

人材開発支援助成金 (特定訓練 コース・一般訓練 コース)支給 申請書
(通常分 1回 。生産性割増分 )

申請日 令和3年 10月 8 日

東京  労働局長 殿 〒 176-0002
所在地 練馬区桜台6-36-5

名 称 株式会社ナベカン

代表者役職名 代表取締役

名 称 渡邊 弘幸
電話番号 03-3993-5133

フフ質ズ
ダ

``―
ン■‐‐‐r ‐L″″|

事業主団体等
(該 当に○)

代 理 人

または

|く藝亜董》
|

t事務代理者 リ

T 176-0013
所在地 練馬区豊玉中2-3-16

名 称 えがお社労士ォフィス

氏 名 代表 油原 信
電話番号 090-7820-6280

(該 当に○)

を添付の上 しま

【注意事項】
一、記載に当たっては、裏面の記入上の注意を必ずご覧ください。
二、労働局処理欄には記入しないでください。
三、ホームページから様式をダウンロー ドするときは、必ず裏面も印刷 した上で使用してください。

事  業

-31loi-8

1 訓練実施計画届の受付番号 13-2()-1561

2 雇用保険適用事業所番号 1309-405438-6

3 事業所の名称 株式会社ナベカン

4 
支給申請額

※訓練様式第6-1号及び7-1号で計算 した
助成額の合計を記載してください。

271,200 円

所属  えがお社労士ォフィス 電話番号 090 7820 -     62805 
申請に関する担当者
(代 理 人等の場合 は代理人等 )

油原 信氏名 Fax 03 6914 -     5270

企業連携型・事業主団体等連携型訓練
※該当する場合は第 2面 も記入すること

□

当該訓練について助成を受けた (予定を含む)国・地方公共団体・事業主団体等の助成金
奨励金・補助金等の申請・受給の有無 有

7

その名称  (

(所属する事業主団体等が実施する訓練を受講 した場合)

受講した
を対象と

職業訓練等が団体型訓練の対象訓練であるか (訓 練実施機関である事業主団体等が
して本助成金を申請 (予定含む)し ているか)(該当する場合は日)

当該訓練8 □

(申 請者が事業主団体等の場合)

構成事業主に対して、団体型訓練の対象となる訓練等を受講した上で本助成金の申請をする場合には経
9 費助成が受けられないこと、及び、本助成金の支給申請にあたっては団体型訓練の対象訓練を受講した

旨を申告するよう、周知した
□

経費助成 賃金助成 OJTの 実施助成 合 計
助成対象職業訓練の区分

コース

数 助成額 (円 )

対象

人数
助成額 (円 )

対 象

人数
助成額 (円 )

対 象

人数
助成額 (円 )

対 象

人数

一般 訓練 コース

特定訓棟コース

支 決 定

年二 月 日
支給 (不 支給)決定年月日

支 「決 定 番 号

労
働
局
処
理
欄

※

局長  乱量…._._i課.量_._藤:量」立1盤』i避i蓬:導:宣
…=1ス

:民1“=□二担当
:内

容審査の上、進加資料の提出を願う
、 1 `、 一 」LtA、_■  "■ 日 A .D _L● ⌒ Lヽ L (口 書発送年月 日

し

■二 月  日

yuhar
テキストボックス
2 

yuhar
テキストボックス

yuhar
テキストボックス

yuhar
テキストボックス

yuhar
テキストボックス

yuhar
テキストボックス

yuhar
テキストボックス

yuhar
テキストボックス



訓練様式第 6-1号 (R24改正)                                               (  1 枚 中  t 枚 il )

人材開発支援助成金 (特定訓練コース 。一般訓|1練 コース)賃金助成・OJT実施助成の内訳

6 0FF― Jrの 賃金助成対象時間数 の合計 7 0JTの実施助成対象時間数の合計

5構 の 合 計          1人 鰭 間あた りの助成単価4欄の 合計 賃金助成額 実施助成額

分 X

1 1人 1年間職業能力開発計画あたり1,200時間が限度です。ただし、認定職業訓練または専門実践教育訓練を受ける場合は1,600時間が限度となりま

2 1人 1年間職業能力開発計画あたリオ 力ヽについては680時間、キについては382.5時 間が限度です。 (本項目のオ、力及びキは訓練様式第 3号 2欄の

、力及びキに対応しています。)

3 年間職業能力開発計画 (訓練様式第3-1号 )の 2欄において、オ、力及びキのいずれかにOを付けた場合のみ記載してください。

円円

110円 (生産性要件)

380円

1人1時間あたりの
勁成単価

・織定議練コース
(中小企業)

日 ¨0日 (生産性要件)

日 7“綺
(大企業,

D:∞日(生産性要件)

E, 380F'1

・一般訓細 ―ス
El:00日 (生産性要件)

日 380再

・被災地特例措置
(中小企業) (大全業)

El商円| 口 400円

ロ

ロ

鋤硼
大
自

置

＜

措

脚］硼
織
く中′ロ

※
す
※
オ

※

年間計画番号 1 副|1練 コース名称 3年度 第 22期  ―級技能 士 コース配管科

3

助成対象労働者
・氏名
・雇用保険被保険者

番号

4

OFF― JT61)

賃金助成対象時間

数
※I

5

OJTの 実施助成

対象時間数
※2

(オ 、力及びキ

のみ記載
※3)

3

助成対象労働者
・氏名
・雇用保険被保険者

番号

4

OFF― JT61)

賃金助成対象時間

数
※1

5

OJTの 実施助成

対象時間数
※2

(オ 、力及びキ

のみ記載
※3)

中メL 裕介

51C,0 --  12147 4

90   時間  0  分 時間 分 時間 分 時 間 分

井上 貴文

5082 -  568850 - 8

10o   時間   0  分 時 間 分 時 間 分 時 間 分

時 F口尋 分 時 間 分 時 間 分 時間 分

時 間 分 時間 分 時 間 分
'す

F]. 分

1寺m 分 時 間 分
`十

問 分 時 間 分

時 間 分 時 間 分 時 間 分 時 間 分

時 間 分 時 間 分 時 ', 分 時 間 分

時 間 分 時 間 分 時 間 分 時間 分

時間 分 時 間 分 時 間 分 時 間 分

l●間 分 分 時 間 分 時間 分

時 間 分 1時 i配 分 時 間 分 時 間 分

時 間 分 1年間 分 時 間 分 時間 分

'キ

間 分 時 間 分 F年間 分 略閾 分

時 間 分 時間 分 時間 分 時 間 分

時「・号 分 時 間 分 時 間 分 時間 分

182,400

1

時間
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訓練様式第 7-1号 (R2_4改正)

人材開発支援助成金 (特定訓練コース 。一般訓練コース) 経費助成の内訳
( 1 枚中 1 枚目)

年間計画番号 1 訓練 コース名称 令和 3年度 第 22期 一級技能士コース配管科

経
費
助
成
額

の
算
定

訓練等

0部外講師の謝金 ② 部外講師の旅費   ③ 施設・設備の借上げ費 ④ 教材費・教科書代

時 間 円 円

(1時間あた り13万 1・:

人
´ 30%

45%
6096

円   × × 被災地特例

1/2  1/3
生産性達成

、 15%

助成率

30%
45%
60%

被災地特例
1/2  1/3
生産性達成

15%

× × 円74,000 88,800

のヽ大学、大学院、教育訓練施設等で訓練等を実カ
訓練等 助成率

1人 あた りの入学料 受ヽ講料

教科 書代等・住居費・宿 11費・交通費

× × 円

:と して行われる職業能力検定・キャリアコンサルティングを

訓練等 助成卒

1人あた りの職業能力検定・キャリアコンサ,ティンク
・

に要 した経費 (円 )

′ 30%ヽ
1    4596    :
1    60%    1

× !被災地特例 !

1  1/2  173  1

:生産性達成 :

、 15% ノ

円   × 円

1人 あた りの経費助成限度額・:` 助成対象労働者数

300,000 円  × 人 円

※ 下の図 「1人 あた りの経費助成限度額」か ら企業規模 と訓練区分に対応 した経費助成限度額を記入 し、対象労働者数を乗 じた額 を lⅣ 経費 ,1,成限度

額」欄に記入 して くだ さい。

※ 生産性要件達成時の割増分の申請については、通常分の支給額の うち経費助成分の額 との合計が支給上限 とな ります。

コース ―スの 1

調練区分 企業規模
20時間以上

100時 間未満 (※ 1) '00時
間以 1:

200時間来鱗
200時欄以 L

般副榛 コー ス 事業主

事業主団体等
7万円 15万円 20万円

特定訓練 コース

労働生産性向上訓練

若年人材育成訓繰
クローバル ヽ材 育成訓練

熟練技能育成・承維JI練

特定分野認定実習鮮

'1職

業副練

認定実習併麟職業誹練

中高年齢者雇用 :讐 謝繰

中小企業事業上

事業
~に

団体等
15万 円 30万円 50万円

大企業事業主 10万 円 20万円 00万円

V 経費助成額の合計
※IVの 金額を超 えていた場合は

円

(注)育児休業中の者に対する訓練等については、企業規模に応して、中小企業の場合は30万円、大企業の場合は20万 F'と する。また、専円実践教

育研1練または特定―骰散青静1練の実施方法が通信制として講座準淀 された罰1練等については、企業規模に応して、中小企業の壊合はう0万円、大企

業の場合は30万円とし、書1隷時間に応した限度額は設けな 、ヽ

(注)特定分野認定実習併弗:攀訓練における企業製 訓練については、出南務 業主と出向先事業主のいずれかか中′1ヽ企業事業主の場合は中小

企業事業主の額、そのr'Iの 場合は大企業事業主の額とする。

(注)一般教|― 議座のうち通信制等で実施する訓練等については,企業規模を問わず20万円とする。

(※ 1)特定設1練 コース及び榊 ・復磯後・再就蜘 者に対する訓線については、10時潤以上1∞時間未満

60(1000

88,800

(100

【注意事項】ホームベージから様式をダウンロードするときは、必ず裏面も印刷した上で使用してください。
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訓練様式第 8-1号 (R,12改正)                                                         ( 3 枚 11 1 枚 日 )

人材開発支援助成金 (特定訓練コース・一般訓練 コース) OFF― JT実施状況報告書

午問計1画 番号 1

2
受講者氏名 井上 貴文

3 ."練 の実施機関

`実
施場所 )

東京都管工事工業協同組合 (〒 107-0052港 区赤坂6‐ 15-14 東京都管工事会館 )

4

静‖練 ヨー スの名称 令和 3年度 第 22擬  一級技能士コース配管科
5 幡F―「 T′,実課練時間数の合

計 (『12実施内容等O』 の

合計)

100 時間   00 分

6 0「F-lr受講時間数の合計
(『 12実施内容等0』 の

合計)

100 時間 ∞ 分

7 賃金助成対象時間数 (『 12

実施内容等0』 の合計)x
Oこ ,う ●.受講吟関数が所定■け .

間内の時間
=

100 時 間 (,0 分

受講者の所定労働時間及
1ド休憩時間

1,1■ 策翔時間 1

10

12

14

時

時

'寺

00 分

分

分

分

分

分

～ 11

～ 14

～ 16

～ 12

～ 14

時  40 分

時  20 分

時  10 分

時  40 分

時  30 分

時    分

40

30

【体想時間】

11

14

時

時

時

40

20

受講率

(6欄 -5穣 × 1∞ )

100 %

所定休 日

日曜日 祝日 蔓季体畷・年末=始体販、 1年変形労働時間制採用

11  
実施 自

12  
実施内容等

4   月  6  日

火 曜 日

訓紳実施

時 間 帯
10 時  00  分 16  時   10  分

実訓練時間数
(① )

5 時 間 00 分

5 時間     00 分

うち除外

時間数
1   時間 10 分 賃金助成対象鴫

間数 (0)
5 時間    00 分

実施内容 関係法規 (設備言諭 )

4    月  9  日

金 曜 日

訓練実施

時 間 帯
10 時  00  分 16  時   10  分

実訓練時間数
(0)

5 時 間 00 分

, 時間    00 分

うち除外
:11間 数

1   時間 10 分 賃金助成対象時
|:尋 数 (0)

5 時間    00 分

実施内容 関係法規 (上 ド水道 )

4   月  10  日

土 曜 ロ

ヨII練 実施
H=問 帯

10 時  00  分 16  時   10  分

実訓練時鷹]数

(0,
5 時 間 00 分

6
'寺

間 ∞ 分

うち除外
時間数

1   時間 10 分 賃金助成対象時

間数 (0)
5 時 間 00 分

実施 |′ 容ヽ 施工法一般 (給水設備 )

4    ′] 26 日

月
曜 H

訓練実施
時 欄 帯

10 時  00  分 16  時   10  分

実訓練時間数
(0)

5 時 間 00 分

5 時 間 00 分

うち除外
′与間数

1  時間 10 分 賃金助成対象時
‖1数 (0) 5 時間 00 分

実施内容 施■法―設 (給 水設備 )

5    月  8  ヨ

土 曜 LI

訓練実施
時 間 帯

10 時  00  分 16    摯争     10     1,〉
実訓練時間数

(0) 5 時 間 00 分

5 時間    00 分

うち除外
時間数

1   時間 10 分

問数 (0)
5 時間    00 分

実施内
`、

塩工法一般 (給水設備・綸湯設静

H欄及び 12欄 r)と お り したこ た 日 と ご記入く

また、訓練実施者の方は、認定職業訓練及び認定訓練助成事業費補助金等の受給状況、人材開発支援助成金 (団 体型訓練)0こ 係る訓練実施計画届の提出の有無について回答してください。

訓練実施者の証明 令和3 年 月 日 事業外訓練の高11練 実施機関は ド記★ 1、 ☆ 2に ついてt,ご国答 ください。

2欄の受講者に、 11欄′)日 に12欄の とお

`'訓

練を実施 したことを証明 します ★ 1 ・都道府県■,事が職業能力開発促進法第24条 第 1項の規定に基づいて認定 した

認定職期 |1練 に C亥 )・ 該当しなt   
を 、

・都道府県から認定職業訓練助成事業費補助金を     受けている (受けていな0,

・都道府県か ら広城団体認定訓練助成金 を        受けている (室けていな
ェ)

訓練実施機関
又は講師 名

東京都管工事工業協同組合

★ 21]体型訓練に係る訓練実施計画届 1号、第3-2号)を

提:出 している していない

申請事業主の証明
(2)

令和3 年    月 日
訓練受講者の証明
(本人1:'筆 の署名)

(3)

令和3  年 月 日

2欄の受講者に、11欄の日に12欄のとおり訓練を受けさせたことを証明します。

代蕎醜跡脳           代表取締役

氏名              渡邊 弘幸

私は、11欄 の日に12欄のとお り訓練を受講 したことを証明 します。

氏名
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No.22=4

支

部
i■ 1,■■‐1:

令和3年3月 18日
.'‐  ■ ■「 =

:F
■■

令和3年度向上訓練受講料

ぬZ,0∞円

1   中丸
t  丼上

×2名様分として

裕介 様
貴文 様

148,000

.ヽ/礎

幸 :

11■ _‐ ■.‐
.I

欄すベカン
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株式会社ナベカン

0024

1頁

賃金台帳

令和 3年 11月 10日 作成

令和 3年

1月 度給与

令和 3年

2月 度給与

令和 3年

3月 度給与

令和 3年

4月 度給与

令和 3年

5月 度給与

令和 3年

6月 度給与

令和 3年

7月 度給与

令和 3年

8月 度給与

令和 3年

9月 度給与

令和 3年

10月 度給与

出勤日数 19.00 24.00 21.00 24.00 19_00 24.00 24.00 18.00 22.00 21.00 216 00

有休日数 0.00 0.50 0.00 0 00 1.00 0 00 0.00 4.50 1.00 2.00 9.00

普通残業時間 22:12 16〕 59 10:06 18:02 7:40 12:38 8:24 5:30 9:30 12:12 123:13

遅刻早退回数 0.00 1,00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 1.00 0 00 0.00 2.00

遅刻早退時間 0:00 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0131 0:00 0:00 0:50

所定就労日 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31 00 31.00 30.00 3()4.00

休日出勤日数 1.00 2.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00 3.00

所定労働時間 242:50 242:50 219:20 242:50 235i00 242:50 235:00 242:50 242:50 235:00 2381:20

有体残日数 7 00 7.50 7.50 18.50 17.50 17.50 17.50 13 00 12.00 10、 00

出動基礎日数 19.00 24.50 21.00 24.00 20_00 24.00 24.00 22.50 23.00 23_00 225.00

基本給 295,000 295,000 295,(:)00 295,0(X) 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 2,950,000

基本給 (月 給) 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295.000 296.000 295,000 295,000 295,000 2,950,000

普通残業手当 47,147 36,069 21,450 38,299 16,282 26,830 17,840 11,681 20, 176 25,910 261,684

遅刻早退控除 538 877 1,415

非課税通勤費 5,000 5,000 5,000 5.000 5,000 5,000 り,000 5,000 5,000 5,000 50,000

課税支給合計 342,147 330,531 316,450 333,299 311,282 321,830 312,840 305,804 315,176 320,910 3,210,269

非税文結合計 5,000 5,000 5,000 5.000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000

支給合計 347,147 335,531 321,450 338,299 316,282 326,830 317,840 310,804 320,176 325,910 3,260,269

労保対象合計 347,147 335,531 321,450 338,299 316,282 326,830 317,840 310,804 320,176 325,910 3,260,269

社保対象金銭 347,147 335,531 321,450 338,299 316,282 326,830 317,840 310,804 320,176 325,910 3,260,269

固定賃金合計 300,000 300,000 300.000 300,000 300,000 300,000 3()0,000 300,0()0 300,000 300,000 3,000,000

社保金銭通勤 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5.000 5,000 50,000

健康保険料 16,779 16,779 16,779 16,728 16,728 16,728 16,728 16,728 16,728 15,744 166,449

健康・介護 16,779 16,779 16,779 16,728 16,728 16,728 16,728 16,728 16,728 15,744 166,449

厚生年全保険 31,110 31,110 31,110 31,110 31,110 31,110 31,110 31.110 31,110 29,280 309,270

雇用保険料 1,389 1,342 1,286 1,353 1,265 1,307 1,271 1,243 1.281 1,304 13,041

所得税 6.420 6,100 5,560 6,21(1 5,350 5,780 5,450 5,140 5,560 5,780 57,350

住民税 17,000 16,500 16,500 16,500 16,500 83,000

社会保険料計 49,278 49,231 49,175 49,191 49,103 49,145 49,109 49,081 49,119 46,328 488,760

控除合計 58,698 58,331 57,735 58,401 57,453 74,925 74,059 73,721 74,179 71,608 659,110

旅行積立金 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3、 000 3、 000 3,000 30,000

社保控除後計 292,869 281,300 267,275 284,108 262,179 272,685 263,731 256,723 266,057 274,582 2,721,509

差引支給合計 288,449 277,200 263,715 279,898 258,829 251,905 243,781 237,(,83 245.997 254,302 2,601,159

現金支給額 288,449 277,200 263,715 279,898 258,829 251,905 243,781 237,083 245,997 254,302 2,601,159

課税支給累計 342,147 672,678 989,128 1,612,427 1,923,709 2,245,539 2,848,379 3,154,183 3,469,359 3,790,269

社会保険累計 49,278 98,509 147,684 238,838 287,941 387,086 423,158 477,239 526,358 572,686

所得税累計 6,420 12,520 18.080 34,419 39,769 45,549 61,128 66,268 71,828 77,608

扶養人数

税額表 甲欄 甲欄 甲欄 甲欄 甲欄 甲欄 甲欄 甲欄 甲欄 甲欄

健保標準報酬 340,0()0 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 320,000

厚年標準報酬 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 320,000

合計
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2021奪i 8月 308 17時35分 NC).9850   P, 2

(鋳すベカン

FAX 03-3993-8633

向上訓鞭曜融腱当者 渡通 百含子 様

令和3年8月 30日

東京都管工事二業協同組合

技 術 課

■「 107-0052

東京都港区赤坂6-15-14
電話 03■583-7111

FAX 03-5503"2815

令和 3年度向上訓練生出欠状況のご連絡

貴事業所より派遣されております割練生の現在までの出欠状況を別記によりご連絡いたし
ます。

◎ 9月 15日 に開催予定だった修了式は新型コロナウイルス感染症の拡大防止により
中止となりました。修了証書等は後日郵送しますので、ご確認の程宜しくお願いします。

井 上 貴文様

▲

く

事 務 連 絡

講義日
4月 6日

火

4月 0日 4月 10日

土

日

月

日

上

日

火

日

土 月

1 日 6 日

金

出 欠
L“
日日 出

Lコ
ロロ 出 出 出 出 出 出 出

講義日
7月 7日 7月 10日 7月 日 8日 8月 日 3月 日 日3月 8月 21日 日8月 8月 25日

本

出 欠 出 出 出 出 出 出 出出 出 出
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訓練様式第 13号 (R2.12改正)

人材開発支援助成金 (特定割練コース・一般訓練コース)

支給申請承諾書 (訓練実施者)

人材開発支援助成金 (特定訓練コース 。一般訓練コース)(以下「本助成金」という。)に関し、審

査に必要な事項についての確認を都道府県労働局 (公共職業安定所)が行 う場合には協力 します.

また、平成 31年 4月 1日 以降に計画届が提出された本助成金に関し、本支給申請承諾書により承諾を

行う訓練 (以下「対象訓練」という。)について偽りその他不正の行為により、中請事業主等が本来受け

ることのできない助成金を受けた場合であって、対象訓練実施者が不正受給に関与していた場合 (偽 りそ

の他不正の行為の指示やその事実を知りながら黙認していた場合を含む。)は、①申請事業主等が負担す
べき一切の債務について、申請事業主等と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金 (※ )を弁済すべき

義務を負うこと、②対象訓練実施者 (又は法人等)の名称、所在地、代表者氏名及び不正の内容が公表さ

れること、③不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して 5年間 (取 り消した日から起算して5

年を経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付

日まで)は、対象訓練実施者が行った訓練については、助成金の支給対象とならないことについて承諾し

ます。

※ 請求金は、偽りその他不正の行為による場合は、①不正受給により受け取った額、②不正受給の日の翌日から納付の

日まで、年3%の割合で算定した延滞金、③不正受給により受け取った額の20%に 相当する額の合計額ですc

東京 労働局長 殿 令和 3年  9月  17日

【対象訓練実施者】

名 称 東京都管工事工業協同組合

所在地 東京都港区赤坂 6-15-14

(教育訓練施設等)代表者氏名 理事長 宮崎 文雄

【対象訓練及び申請事業主l

<対象訓練> ※欄が不足する場合は下記項目を記した別紙 (任意様式)を提出すること

年間計画番号 訓練 コースの名称 訓練の実施期間

令和 3年度 第 22期 一級技能士コース配管科 令和 3年 4月 6日 ～8月 25日

<申 請事業主>

名 称 株式会社ナベカン 代表取締役 渡邊 弘幸

所在地 東京都練馬区桜台6-36-5
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